
日
中
古
典
語
資
料
に
お
け
る
「
許
」
の
用
法

李

玉
婷

は
じ
め
に

築
島
裕
博
士
は
、
平
安
時
代
の
日
本
語
資
料
を
鳥
瞰
さ
れ
て
、
「
平
安
時
代
の
文

献
は
分
量
も
種
類
も
非
常
に
多
く
、
こ
れ
を
分
類
す
る
に
は
色
々
な
観
点
か
ら
成
し

得
る
で
あ
ろ
う
が
、
表
記
形
態
（
用
字
法
）
に
基
づ
く
分
類
や
語
法
・
語
彙
に
基
づ

く
分
類
と
の
相
互
の
関
係
を
配
慮
し
て
、
「
公
的
な
文
献
」
と
「
私
的
な
文
献
」
を

横
の
基
準
と
し
、
「
文
芸
意
識
の
あ
る
文
献
」
と
「
文
芸
意
識
の
な
い
文
献
」
と
を

縦
の
基
準
と
し
て
縦
横
の
交
叉
分
類
を
試
み
た
。
」
と
述
べ
、
平
安
時
代
の
日
本
語

資
料
の
体
系
を
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
「
漢
文
訓
読
語
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
形
態

は
、
日
本
人
の
綴
っ
た
純
粋
の
漢
文
と
当
時
の
訓
点
資
料
と
の
二
つ
の
部
類
に
大
き

く
分
け
ら
れ
る
。
訓
点
資
料
の
場
合
は
、
そ
れ
に
附
せ
ら
れ
た
仮
名
や
ヲ
コ
ト
点
に

よ
っ
て
、
今
日
そ
れ
を
加
点
者
の
訓
読
し
た
通
り
に
、
相
当
程
度
正
確
に
読
解
す
る

こ
と
が
出
来
る
（
無
論
文
献
毎
に
精
粗
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
）
。
こ
れ
に
対
し
て

日
本
人
の
綴
っ
た
漢
文
の
場
合
は
、
た
だ
漢
字
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、 

そ
れ
を
作
者
が
予
期
し
た
と
寸
分
違
わ
ず
に
今
日
読
解
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
、
大
き
な
差
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ

（
１
）

ら
れ
て
、
日
本

漢
文
の
特
性
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
日
本
漢
文
の
詳
細
な
記
述
、
特
に
、
純
粋
漢

文
と
さ
れ
た
言
語
資
料
の
言
語
事
象
の
記
述
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。 

峰
岸
明
博
士
は
、
そ
の
著
書

（
２
）

に
よ
り
、
「
中
国
古
典
文
の
表
記
・
語
彙
・
文
法
に

正
し
く
準
拠
す
る
も
の
（
純
漢
文
）
と
純
漢
文
の
作
成
を
目
指
し
つ
つ
も
、
中
国
古

典
文
に
は
存
し
な
い
表
記
・
語
彙
・
文
法
を
含
む
も
の
（
和
習
・
和
化
漢
文
）
」
と

二
種
類
が
立
て
ら
れ
た
。 

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
が
既
に
存
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
表
記
・
語

彙
・
文
法
を
基
準
に
し
て
純
漢
文
と
和
化
漢
文
（
変
体
漢
文
）
を
区
別
さ
れ
て
い
る
。 

 

築
島
裕
博
士
は
、
著
書
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
に
、
歴

史
書
、
類
書
、
古
文
書
な
ど
の
書
物
は
純
粋
の
漢
文
（
漢
字
だ
け
で
綴
ら
れ
、
し
か

も
正
格
の
漢
文
法
に
準
拠
し
た
も
の
。
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た
語
句
や
和
歌
を
も
含

む
）
の
類
と
さ
れ
た
が
、
稿
者
は
、
歴
史
書
の
六
国
史
類
は
用
字
法
に
関
し
て
、
語

彙
論
意
味
論
の
観
点
か
ら
、
中
国
の
古
典
文
と
距
離
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
こ
れ

を
示
す
の
が
本
稿
の
一
つ
目
的
で
あ
る
。 

今
日
ま
で
漢
文
訓
読
に
関
す
る
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
つ
つ
も
、
純
漢
文
と
和
化

漢
文
と
日
本
的
日
本
語
文
と
の
類
別
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
は
必
ず
し
も
容
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易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
稿
者
の
視
野
か
ら
日
本
漢
文
に
つ
い
て
、
表
記
、
語
彙
・

意
味
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
く
検
討
し
て
述
論
す
る
。 

 

稿
者
は
第
一
の
研
究
対
象
で
あ
る
『
将
門
記
』
の
漢
文
体
の
語
彙
・
意
味
、
表
記

の
問
題
に
触
れ
、
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
許
」
字
を
例
と
し
て
、
先
ず
、
対
照
言

語
学
的
に
―
日
中
の
漢
文
の
対
照
は
、
比
較
言
語
学
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
―
ほ
ぼ
同
時
代
に
中
国
で
成
立
し
た
『
旧
唐
書
』
の
用
字
と
比
較
し
て
み
る

事
と
す
る
。
更
に
、
欠
を
補
っ
て
本
邦
に
お
け
る
日
本
漢
文
（
正
格
漢
文
と
言
わ
れ

て
き
た
も
の
も
、
所
謂
、
変
体
漢
文
も
含
む
）
の
言
語
特
性
の
類
型
差
の
実
状
を
記

述
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 

一
、
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法 

  

以
下
に
は
、
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
許
」
の
字
を
取
り
上
げ
て
、
少

し
冗
長
に
な
る
が
、
文
脛
に
沿
っ
て
丁
寧
な
記
述
を
心
懸
け
て
、
具
体
的
な
用
字
法

を
検
討
す
る
。 

 

真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
は
、
「
許
」
は
全
五
例
出
現
す
る
。
用
例
の
絶
対
数
が

寡
少
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
用
字
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
動
詞
と
助
詞

と
の
二
種
に
整
理
で
き
る
。
具
体
的
な
意
味
と
用
法
を
検
討
し
て
分
類
す
る
と
以
下

の
通
り
に
な
る
。 

 

１
、
（
傳
言
昔
燕
丹
事
於
秦
皇
遙
経
久
年
然
後
燕
丹
請
暇
帰
古
郷
即
秦
皇
仰
曰
縦

鳥
首
白
馬
生
角
時
汝
聴
還
者
燕
丹
嘆
仰
天
鳥
為
之
首
白
俯
地
馬
為
之
生
角
）
秦
皇

大
驚
乃
許
帰 

（
101
） 

 

右
の
例
は

（

３

）

「
（
昔
、
燕
の
太
子
丹
は
秦
の
始
皇
帝
に
捕
ら
え
ら
れ
久
し
く
年
を
送

っ
て
い
た
。
そ
の
燕
丹
が
秦
の
始
皇
帝
に
願
い
出
て
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
秦
の
始
皇
帝
は
『
例
え
ば
、
鳥
の
頭
が
白
く
変
じ
、
馬
に
角
が
生
え
れ
ば
、
そ

の
時
に
は
、
あ
な
た
の
帰
郷
の
願
い
を
ち
ゃ
ん
と
聴
く
。
』
と
言
っ
た
。
燕
丹
が
悲

嘆
し
、
天
を
仰
ぐ
と
、
鳥
の
頭
が
白
く
変
じ
、
地
に
首
を
垂
れ
る
と
、
馬
に
角
が
生

え
た
。
）
秦
の
始
皇
帝
は
非
常
に
驚
き
、
燕
丹
の
帰
郷
を
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ

る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
許
」
は
秦
始
皇
帝
が
主
語
と
な
っ
て
、
動
詞
「
許
可
す
る
」

の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
は
、
動
詞
「
許

可
す
る
」
が
出
現
す
る
。 

 

右
の
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
他
に
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
表
記
例
と
思
し
き
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

２
、
依
實
件
敵
有
数
千
許  

（
72
） 

 

こ
の
例
は
「
（
将
門
は
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
言
う
知
ら
せ
を
受
け
て
、
事
実

か
否
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
た
だ
百
騎
を
率
い
て
、
承
平
六
年
十
月
二
十
六
日
に

下
毛
野
国
の
堺
に
向
か
っ
た
。
）
果
し
て
良
兼
の
軍
勢
は
数
千
ほ
ど
の
大
軍
で
あ
っ

た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
良
兼
が
率
い
る
軍
隊
の
兵
士
の
人

数
を
描
写
す
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
当
時
、
将
門
は
密
か
に
良
兼
の
軍
隊
を
偵
察

す
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
、
兵
士
の
人
数
を
一
人
一
人
数
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
其

の
規
模
を
推
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
「
許
」
は
推
定
さ
れ
る
人

数
を
朧
化
す
る
副
詞
（
日
本
古
典
語
に
は
「
副
詞
（
日
本
古
典
語
に
は
「
副
助
詞
」
）
」
）

で
あ
る
。
即
ち
、
「
許
」
は
数
字
に
付
し
て
上
下
に
幅
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
「
お

お
よ
そ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
助
詞
で
、
日
本
語
の
「
ば
か
り
」
に
当
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た
る
用
字
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
数
量
や
時
刻
に
下
接
し
て
「
お
お
よ
そ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を

表
す
用
例
は
、 

 

３
、
為
見
實
否
登
テ
高
山
之
頂
ニ
遙
見
レ
ハ  

北
方
依
實
有
リ
敵
略
気
色
四
千
余

人
許
也 

（
443
） 

 

４
、
于
時
貞
盛
秀
郷
等
就
蹤
ニ
征
ユ
ク
之
程
ニ
同
日
未
申
ノ
尅
許
ニ
襲
ヲ
ソ
ヒ
到

ル
於
川
口
ノ
村
ニ  

（
449
） 

の
三
例

（
４
）

が
存
し
て
い
る
。
更
に
、 

 

５
、
于
時
領
州
之
間
滅
亡
者
モ
ノ
不
知
其
数
幾
許
ト 

 

（
362
） 

右
の
例
は
「
（
将
門
の
従
兵
藤
原
玄
明
の
愁
訴
に
よ
っ
て
、
将
門
は
そ
の
事
情
を

確
か
め
る
た
め
に
、
常
陸
国
へ
と
出
向
い
た
。
し
か
し
、
為
憲
と
貞
盛
と
は
心
を
同

じ
く
し
て
、
三
千
余
の
精
鋭
を
率
い
て
、
勝
手
に
兵
器
庫
の
備
品
、
武
具
並
び
に
楯

等
を
持
ち
出
し
、
戦
い
を
挑
ん
で
き
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
将
門
は
士
卒
を
励
ま
し

士
気
を
高
め
、
為
憲
の
軍
兵
を
打
ち
砕
い
た
。
）
そ
の
時
、
常
陸
国
一
国
を
占
領
す

る
間
に
滅
亡
し
た
兵
士
は
ど
れ
ぐ
ら
い
い
た
か
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
」

の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
数
量
に
対
す
る
疑
問
の
意
を
示
す
「
幾
」

に
付
け
て
、
「
幾
許
」
と
使
用
さ
れ
る
。
「
幾
許
」
は
死
亡
し
た
兵
士
の
人
数
が
ど

れ
く
ら
い
に
い
た
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
多
い
と
い
う
意
で
あ
る
。
即
ち
、
「
幾
許
」

は
「
い
か
ば
か
り
（
ど
れ
く
ら
い
。
ど
れ
ほ
ど
。
）
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」

も
「
…
く
ら
い
。
…
ほ
ど
」
の
意
に
対
応
す
る
副
助
詞
で
、
「
ば
か
り
」
訓
を
担
っ

て
い
る
と
見
て
矛
盾
は
な
い
。 

 

以
上
、
用
例
の
絶
対
量
が
少
な
い
の
で
、
比
率
を
論
ず
る
こ
と
に
躊
躇
を
感
じ
る

が
、
全
五
例
中
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
表
記
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
例
は
、
四
例

に
上
る
。
即
ち
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
用
字
の
比
重
が
大
き
い
と
い
う
様
相
が
指

摘
さ
れ
る
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

二
、
『
旧
唐
書
』
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法 

 
 
 

 

『
旧
唐
書
』
は
、
成
立
と
奏
上
は
開
運
二
年
（
九
四
五
）
と
言
わ
れ
る
中
国
語
文

資
料
で
、
本
紀
二
十
巻
、
志
三
十
巻
、
列
伝
百
五
十
巻
の
全
二
百
巻
か
ら
な
る
紀
伝

体
資
料
で
あ
る
。
言
語
資
料
と
し
て
の
表
現
内
容
は
『
旧
唐
書
』
も
本
紀
・
列
伝
に

つ
い
て
は
、
『
将
門
記
』
（
九
四
〇
年
〈
天
慶
三
〉
成
立
）
に
通
じ
る
特
徴
を
持
っ

た
同
時
代
の
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
言
語
資
料
で
あ
る
。 

 

こ
の
両
資
料
は
、
当
然
、
言
語
的
影
響
関
係
等
、
即
ち
一
〇
世
紀
の
中
国
語
と
一

〇
世
紀
の
『
将
門
記
』
の
日
本
語
と
に
は
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
断
ぜ
ら
れ

る
関
係
で
あ
る
。
以
下
に
、
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
の
用
字
の
記
述
を
行
っ
て
、
前

節
の
『
将
門
記
』
の
用
字
法
や
、
以
下
に
述
べ
る
日
本
漢
文
の
「
許
」
の
用
字
と
比

較
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
『
旧
唐
書
』
よ
り
も
古
い
時
代
の
古
典
中
国
語
の
影

響
を
受
け
つ
つ
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
変
体
漢
文
の
『
将
門
記
』
と
の
日
中
両
言
語
の

対
照
言
語
学
的
な
比
較
を
行
っ
て
、
一
〇
世
紀
の
日
中
言
語
の
共
時
的
な
差
異
を
記

述
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
し
、
先
ず
、
両
資
料
の
言
語
量
は
圧

倒
的
に
異
な
る
。
『
将
門
記
』
の
言
語
量
は
、
『
旧
唐
書
』
に
比
較
し
て
、
極
め
て

小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
将
門
記
』
の
言
語
量
の
問
題
を
覆
う
た
め
に
、
次
節

以
降
に
、
日
本
漢
文
の
資
料
を
調
査
し
て
、
本
稿
の
実
証
性
を
高
め
る
こ
と
と
す
る
。 

 

以
下
に
『
旧
唐
書
』
の
用
字
を
記
述
す
る
が
、
『
旧
唐
書
』
は
百
衲
本
二
十
四
史
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に
収
録
さ
れ
る
宋
紹
興
刊
本
『
旧
唐
書
』
上
下
全
二
冊
を
使
用
し
た
。
百
衲
本
『
旧

唐
書
』
の
本
文
（
前
後
記
を
除
く
）
に
は
、
「
許
」
字
は
、
延
べ
一
三
五
〇
例
が
認

め
ら
れ
た
。
こ
の
全
一
三
五
〇
例
を
分
類
す
る
と
動
詞
、
名
詞
、
代
詞
、
副
詞
の
四

種
が
帰
納
で
き
る
。 

 

『
旧
唐
書
』
に
お
け
る
か
か
る
意
味
の
動
詞
の
例
は
、
次
の
様
な
例
が
あ
る
。 

 
 

 

㈠ 
 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
七
二
七
例
） 

 

６
、
俄
而
衆
軍
継
至
、
頡
利
見
軍
容
既
盛
、
又
知
思
力
就
拘
、
由
是
大
惧
遂
請
和
、

詔
許
焉
、 

（
本
紀
巻
第
二
） 

 

こ
の
例
は
「
急
に
大
勢
の
軍
隊
が
相
次
い
で
来
た
。
頡
利
は
そ
の
兵
士
の
士
気
が

盛
ん
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
兵
力
を
明
確
に
知
っ
て
、
自
分
が
捕
ら
わ
れ
る
と
分
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
大
い
に
恐
れ
て
、
遂
に
和
議
を
求
め
る
願
い
を
唐
の
軍
隊
に
送
っ

た
。
唐
太
宗
は
詔
を
下
し
、
そ
の
願
い
を
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に

あ
る
「
許
」
は
前
文
に
述
べ
た
唐
太
宗
が
頡
利
の
和
議
を
求
め
る
願
い
に
対
し
て
の

返
答
―
「
許
可
す
る
」
で
あ
る
。
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。 

 

７
、
丙
寅
、
太
尉
趙
国
公
無
忌
以
旱
請
遜
位
、
不
許
、  

（
本
紀
巻
第
四
） 

 

右
の
例
は
「
丙
寅
に
、
太
尉
趙
国
公
無
忌
は
旱
魃
に
よ
り
、
そ
の
位
を
去
る
こ
と

を
求
め
た
が
、
唐
高
宗
は
そ
の
申
し
出
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ

の
文
に
あ
る
「
許
」
は
目
的
語
に
当
た
る
太
尉
趙
国
公
無
忌
の
位
を
去
る
申
し
出
に

対
す
る
返
答
で
あ
る
。
主
語
と
目
的
語
と
は
前
文
に
記
述
し
て
い
る
た
め
省
略
さ
れ
、

「
許
」
は
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
で
き
る
。
文
書
の
意
味
に
よ
っ
て

分
析
す
る
と
「
許
」
は
「
許
可
す
る
」
の
意
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

こ
れ
ら
の
例
を
含
め
て
、
『
旧
唐
書
』
に
は
、
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
の

意
で
使
用
さ
れ
た
「
許
」
が
、
延
べ
七
二
七
例
認
め
ら
れ
用
例
中
最
も
多
く
の
比
率

を
占
め
る
も
の
で
、
動
詞
用
法
の
「
許
」
字
の
中
核
的
な
意
味
で
の
用
法
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
日
本
漢
文
に
お
い
て
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
用
法
に
通
じ
る
も
の
で
あ

る
。 

 

『
康
煕
字
典
』
に
は
、
「
説
文
「
聴
也
」
、
「
玉
篇
」
従
也
、
「
廣
韻
」
可
也
」 

（
『
康
煕
字
典
』
酉
集
上 

言
部
）
の
語
義
の
記
載
が
あ
っ
て
、
中
国
で
の
意
味
用

法
が
確
認
さ
れ
る
し
、『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
許 

ユ
（
平
）
ル
（
平
）

ス
」
（
法
上
六
一
）
の
訓
が
確
認
さ
れ
る
。 

 
 

㈡  

…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
。 

…
を
与
え
る
の
を
約
束
す
る
。
（
全 

一

〇
例
） 

 

８
、
遂
謫
平
子
為
康
州
都
城
尉
、
仍
差
使
領
送
至
任
、
不
許
東
西
（
志
第
五
） 

 

こ
の
例
は
「
遂
に
平
子
を
康
州
都
城
尉
に
お
と
し
た
。
な
お
、
使
い
の
者
を
派
遣

し
て
着
任
す
る
ま
で
送
っ
て
、
物
を
与
え
る
の
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ

る
。
普
通
、
「
許
」
が
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
と
使
用
さ
れ
る
場
合
は
「
許
」

の
後
に
「
与
え
る
」
の
意
を
表
す
「
與
」
と
か
「
給
」
と
か
等
の
語
が
表
れ
る
。
こ

の
句
に
「
与
え
る
」
の
意
を
表
す
語
が
な
い
の
で
、
「
…
（
物
）
を
許
可
し
な
か
っ

た
。
」
と
理
解
し
て
も
不
十
分
で
あ
る
。
文
脈
上
、
「
与
え
る
」
の
意
味
に
対
応
す

る
語
が
必
要
な
の
で
、
こ
こ
の
「
許
」
は
「
…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
」
、
の
意

に
記
述
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。 

 
９
、
武
功
之
捷
、
吐
蕃
之
力
、
許
以
涇
州
霊
州
相
報
、
竟
食
其
言
、
負
我
深
矣
、

挙
国
同
怨 

 

（
列
傳
第
八
十
四
） 

 

こ
の
例
は
「
武
功
の
勝
利
は
吐
蕃
の
お
蔭
だ
。
報
酬
と
し
て
涇
州
霊
州
を
与
え
る

の
を
許
し
た
が
、
そ
の
約
束
を
破
っ
て
、
深
く
我
が
方
に
背
い
た
。
全
国
は
恨
ん
で
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い
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
例
も
例
８
と
同
じ
様
に
動
詞
「
許
」
の
他
に
は
「
与

え
る
」
の
意
を
表
す
動
詞
が
な
い
の
で
、
「
報
酬
と
し
て
涇
州
霊
州
を
許
し
た
。
」

と
解
す
る
と
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
で
は
「
与
え
る
」
の
意
味
が
必
要
な
の

で
、
こ
こ
の
「
許
」
は
「
…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
。
」
と
理
解
す
る
の
が
適
切

で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。 

 

『
康
煕
字
典
』
を
参
考
に
す
る
と
「
「
増
韻
」
約
與
之
也 

（
酉
集
上
、
言
部
）
」

の
記
述
が
あ
っ
て
右
の
例
に
符
合
し
て
「
約
與
」
の
語
義
記
述
を
載
せ
て
い
る
。
ま

た
、
「
許
ア
（
上
）
タ
（
上
）
フ
」
（
『
類
聚
名
義
抄
』
法
上
六
一
）
が
右
の
例
に

該
当
す
る
和
訓
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
意
味
で
の
使
用
例
は
全
十

例
あ
る
。
㈠
の
中
核
的
意
味
で
の
用
例
に
比
較
し
て
全
使
用
例
は
極
め
て
少
な
く
、

㈠
か
ら
の
派
生
的
な
用
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

 
 

㈢  

感
心
す
る
。
褒
め
る
。
（
全
二
一
例
） 

 

10
、
瑀
再
拜
謝
曰
、
臣
特
蒙
誡
訓
、
又
許
臣
以
忠
諒
、
雖
死
之
日
、
猶
生
之
年
也 

（
列
傳
巻
第
十
二
） 

 
 

 

こ
の
例
は
「
蕭
瑀
は
も
う
一
度
拝
謝
し
て
、『
私
は
特
に
誡
訓
を
受
け
、
ま
た
、

私
を
忠
諒
と
褒
め
て
く
れ
て
、
死
ぬ
日
で
あ
っ
て
も
生
き
て
い
る
年
の
よ
う
だ
。』

と
言
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。 

11
、
是
則
禄
重
責
深
、
理
須
極
諫
、
官
卑
望
下
、
許
其
従
容 

 

（
列
傳
巻
第

十
六
） 

 

こ
の
例
は
「
そ
の
た
め
、
俸
給
が
高
け
れ
ば
、
そ
の
分
、
責
任
が
重
い
。
道
理
を

極
め
て
諫
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
位
は
低
け
れ
ば
、
下
を
向
く
。
そ
の
落
ち
着

い
て
い
る
様
子
を
褒
め
る
」
の
意
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
例
に
あ
る
「
忠
諒
」
、
「
従
容
」
は
評
価
の
高
い
意
味
の
語
で
、
褒
め
る

言
葉
と
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
人
物
が
い
て
、
褒
め
る
言
葉
も
あ
っ
て
、
こ
う
し

た
文
脈
で
「
許
」
は
「
褒
め
る
」
の
語
義
と
す
れ
ば
文
脈
も
意
味
も
分
か
り
や
す
く

理
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
の
例
は
全
部
で
二
十
一
例
あ
る
が
、
「
許
」
全
容
例
数
か
ら

は
用
例
が
限
ら
れ
て
い
て
少
な
い
。 

 

㈣ 

期
待
す
る
。
推
薦
す
る
。
（
全
三
例
） 

 

12
、
時
太
宗
功
業
日
盛
、
高
祖
私
許
立
為
太
子
、
建
成
密
知
之
、
乃
與
斉
王
元
吉

潜
謀
作
乱 

（
列
傳
第
十
四
） 

 

こ
の
例
は
「
そ
の
時
、
太
宗
の
功
業
が
段
々
盛
ん
に
な
っ
て
、
高
祖
は
個
人
的
に

太
子
に
立
て
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
建
成
は
密
か
に
そ
の
情
報
を
知
っ
て
、
斉

王
元
吉
と
陰
謀
を
企
ん
で
乱
を
起
こ
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
唐
の
高
祖
は
六
一
八

年
五
月
に
皇
帝
に
即
位
し
て
、
同
年
の
六
月
、
長
男
の
建
成
を
太
子
に
立
て
た
。
し

か
し
、
時
が
流
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
次
男
の
秦
王
世
民
が
高
く
評
価
で
き
る
人
物

に
な
っ
て
き
て
、
高
祖
は
次
男
世
民
を
太
子
の
位
に
立
て
た
く
な
っ
た
。
こ
こ
の
「
許
」

は
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
の
意
で
は
な
い
。
「
期
待
す
る
」
の
意
に
記
述
さ

れ
る
の
が
相
応
し
い
と
判
断
さ
れ
る
。 

13
、
朝
隠
素
有
公
直
之
譽
、
毎
御
史
大
夫
缺
時
、
議
咸
許
之
（
列
傳
巻
第
五
十
） 

 

こ
の
例
は
「
李
朝
隠
は
普
段
で
も
公
平
で
正
直
で
あ
る
と
褒
め
ら
れ
て
い
た
。
御

史
大
夫
の
位
が
空
い
て
い
る
時
、
皆
が
議
論
し
て
李
朝
隠
に
着
任
し
て
ほ
し
い
と
期

待
し
た
。」
の
意
で
あ
る
。「
御
史
大
夫
が
空
位
に
な
る
」
と
い
う
語
が
あ
っ
て
、
そ

し
て
、
李
朝
隠
の
人
柄
も
良
い
。『
新
唐
書
』
に
は
李
朝
隠
に
対
し
て
「
天
下
以
其

有
素
望
毎
大
夫
缺
冀
朝
隠
得
之
」（
李
朝
隠
は
人
望
が
高
い
た
め
、
い
つ
も
大
夫
の

位
が
空
け
ば
、
天
下
の
人
達
は
彼
を
期
待
す
る
。）
と
あ
り
、『
旧
唐
書
』
と
細
部
の

表
現
は
異
な
る
が
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
他
の
官
吏
達
は
彼
が
そ
の
空
い
て
い
る
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官
位
に
着
任
し
て
ほ
し
い
と
願
う
と
言
う
文
脈
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
も

「
推
薦
す
る
。
期
待
す
る
。
」
と
考
え
す
る
と
、「
許
」
の
前
の
「
咸
」
が
副
詞
、
後

接
の
「
之
」
が
李
朝
隠
を
指
す
代
詞
、
意
味
的
に
も
良
く
通
じ
る
。 

 

『
康
煕
字
典
』
に
は
、
「
期
也 

（
酉
集
上 

言
部
）
」
の
語
義
記
述
が
あ
っ
て
、

こ
の
語
義
に
符
合
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

㈤  

信
じ
る
。
（
全
二
例
） 

 

14
、
嵩
尚
未
入
仕
、
宣
州
人
夏
栄
称
有
相
術
、
謂
象
先
曰
、
陸
郎
十
年
内
位
極
人

臣
、
然
不
及
蕭
郎
一
門
、
尽
貴
官
位
高
而
有
壽
、
時
人
未
之
許
（
列
傳
巻
第
四
十

九
） 

 

こ
の
例
は
「
蕭
嵩
は
未
だ
官
途
に
入
っ
て
い
な
い
時
、
宣
州
に
夏
栄
と
言
う
人
が

い
た
。
夏
栄
は
自
分
が
人
相
を
見
て
占
い
が
で
き
る
と
自
称
し
て
、
陸
像
先
に
『
陸

さ
ん
は
十
年
以
内
皇
帝
様
に
重
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
蕭
嵩
一
門
の
よ
う
な
高
い
身

分
に
及
ば
な
い
が
、
官
位
は
高
く
て
長
寿
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
そ
の
時
は
未
だ
そ

の
話
を
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
未
」
は
否
定

を
表
す
語
。
「
之
」
は
夏
栄
が
言
っ
た
話
を
指
す
目
的
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
之
」

が
述
語
「
許
」
の
前
に
置
か
れ
、
中
国
語
文
法
に
お
い
て
は
「
賓
語
（
目
的
語
）
前

置
」
と
称
さ
れ
る
。
例
14
の
用
例
か
ら
意
味
を
取
れ
ば
、
「
許
」
は
「
信
じ
る
」
の

意
味
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

15
、
上
元
元
年
七
月
、
器
病
脚
腫
、
月
余
疾
亟
、
瞑
目
則
見
達
奚
珣
、
叩
頭
曰
大

尹
不
自
由
、
左
右
問
之
、
器
答
曰
、
達
奚
大
尹
嘗
訴
冤
于
我
、
我
不
之
許
、
如
是

三
日
而
卒 

 
 

（
列
傳
巻
第
六
十
五
） 

 

こ
の
例
は
「
上
元
元
年
の
七
月
、
崔
器
は
病
気
に
な
っ
て
足
が
腫
れ
た
。
一
ヶ
月

ぐ
ら
い
を
経
っ
て
病
気
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
目
を
閉
じ
れ
ば
、
達
奚
珣
が
見
え
る
。

頭
を
叩
い
て
、
『
大
尹
私
は
不
自
由
で
す
。
』
と
言
っ
た
。
身
近
の
人
は
聞
い
た
ら
、

崔
器
は
『
達
奚
大
尹
が
か
つ
て
無
実
の
罪
を
私
に
訴
え
た
が
、
私
は
信
じ
な
か
っ
た
。
』

と
答
え
た
。
こ
の
よ
う
に
三
日
後
に
死
ん
だ
。
」
の
意
で
あ
る
。
例
14
と
同
じ
く
、

否
定
す
る
語
「
不
」
が
あ
り
、
「
之
」
は
達
奚
大
尹
が
無
実
の
罪
を
訴
え
た
こ
と
を

指
す
目
的
語
で
あ
っ
て
、
述
語
「
許
」
の
前
に
置
か
れ
る
「
賓
語
（
目
的
語
）
前
置
」

の
用
法
で
あ
る
。
「
許
」
は
文
法
上
で
も
文
脈
上
で
も
「
信
じ
る
」
の
意
味
を
持
っ

た
動
詞
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
「
信
じ
る
」
の
意
の
用
例
は
こ
の
二
例
し
か
存
し

な
い
。 

 
 

㈥  

（
国
の
た
め
に
）
力
を
尽
く
す
。
命
を
（
国
に
）
捧
げ
る
。
（
全
九 

例
） 

 

16
、
過
蒙
非
常
之
遇
、
常
以
性
命
許
国 

 

（
列
傳
巻
第
七
） 

 

こ
の
例
は
「
非
常
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
つ
も
国
の
た
め
に
命
ま
で
捧
げ

る
。
」
の
意
で
あ
る
。 

 

17
、
當
此
之
時
、
心
口
相
誓
、
暗
以
身
命
、
奉
許
国
家 

 

（
列
傳
巻
第
九
） 

 

こ
の
例
は
「
こ
の
時
に
な
っ
て
心
も
口
も
誓
っ
て
、
密
か
に
身
命
を
国
に
捧
げ
る
。
」

の
意
で
あ
る
。 

 

二
例
と
も
に
「
許
」
の
前
に
「
性
命
」
、
「
身
命
」
等
命
を
指
す
語
が
あ
っ
て
、

後
ろ
に
は
「
国
」
が
あ
る
。
命
と
国
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
「
命
を
国
に
捧
げ
る
」

を
解
せ
ば
文
脈
上
理
が
通
っ
て
、
文
法
上
の
問
題
も
な
い
。
こ
の
意
味
の
例
は
九
例

し
か
存
し
て
い
な
い
。 

 
 

㈦  

婚
約
す
る
。
縁
組
み
さ
せ
る
。
（
全
三
例
） 

18
、
毅
聞
之
、
謂
長
公
主
曰
、
此
女
才
貌
如
此
、
不
可
妄
以
許
人
、
當
為
求
賢

夫 

（
列
傳
巻
第
一
） 

 

こ
の
例
は
「
竇
毅
は
妻
の
長
公
主
に
『
こ
の
子
は
才
能
と
美
貌
は
こ
ん
な
に
素
晴
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し
い
の
で
、
妄
り
に
人
と
婚
約
さ
せ
な
い
で
、
彼
女
に
立
派
な
夫
を
求
め
る
べ
き
だ
。
』

と
言
っ
た
。
」
の
意
で
あ
り
、
「
許
人
」
は
「
人
と
婚
約
、
或
は
結
婚
さ
せ
る
」
の

意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
許
」
は
動
詞
で
、
「
婚
約
或
は
結
婚
さ
せ
る
」
の

意
だ
と
思
わ
れ
る
。 

19
、
乃
于
門
屏
畫
孔
雀
、
諸
公
子
有
求
婚
者
、
輒
與
兩
箭
射
之
、
潛
約
中
目
者
、  

許
之 

（
列
傳
巻
第
一
） 

 

こ
の
例
は
「
そ
れ
で
、
門
屏
に
孔
雀
を
描
い
た
。
求
婚
す
る
若
様
が
い
れ
ば
、
矢

二
本
を
与
え
て
、
孔
雀
の
両
目
を
射
貫
い
た
人
と
結
婚
さ
せ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。

こ
こ
の
「
許
」
も
「
結
婚
さ
せ
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。 

 

『
旧
唐
書
』
に
お
い
て
「
婚
約
す
る
。
娶
る
。
嫁
を
も
ら
う
。
」
を
意
味
す
る
他
の

動
詞
と
連
用
す
る
場
合
は
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。」
の
語
義
で
用
い
ら
れ
る
。『
旧

唐
書
』
に
あ
る
「
許
尚
公
主
」
の
例
に
は
「
尚
」
字
に
「
天
子
の
娘
を
娶
る
（
身
分

よ
り
上
に
出
た
婚
姻
で
あ
る
こ
と
か
ら
）。」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
許
」
は

「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。」
の
用
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
三
例
に
あ
る

「
許
」
は
、
単
独
で
用
い
ら
れ
た
場
合
で
、「
婚
約
す
る
。
縁
組
み
さ
せ
る
。」
の
意

味
で
の
用
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
右
の
よ
う
な
「
許
尚
」
な
ど
か
ら
の
派
生
的
な

用
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例
は
『
旧
唐
書
』
に
は
、
こ
の

三
例
し
か
存
し
な
い
。 

 

右
の
整
理
の
よ
う
に
、
『
旧
唐
書
』
に
現
れ
る
動
詞
「
許
」
は
、
「
許
可
す
る
。

承
諾
す
る
。
」
で
の
用
法
が
中
核
的
で
、
後
は
六
種
の
派
生
的
語
義
で
の
使
用
が
認

め
ら
れ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
用
例
自
体
は
僅
か
で
あ
る
が
、

中
核
的
な
意
味
で
の
用
法
の
他
に
、
六
種
も
の
派
生
的
な
意
味
の
用
法
が
存
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。 

名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
「
許
」
に
は
、
以
下
の
意
味
用
法
が
あ
る
。 

 
 

㈠
、
地
名 

（
三
百
十
例
） 

20
、
貞
観
元
年
、
割
陽
翟
隷
許
州 

 

（
志
巻
第
十
八
） 

 

こ
の
例
は
「
許
州
」
で
地
名
を
表
し
た
例
で
あ
る
。
「
許
」
は
地
名
と
し
て
使
用

さ
れ
た
の
は
全
三
百
十
例
が
存
在
す
る
。 

 
 

㈡
、
姓
氏 

（
全
二
百
四
十
四
例
） 

21
、
許
敬
宗
、
杭
州
新
城
人
、
隋
禮
部
侍
郎
善
心
子
也
（
列
傳
巻
第
三
十
二
） 

 

こ
の
例
は
「
許
敬
宗
は
杭
州
新
城
の
人
、
隋
の
禮
部
侍
郎
善
心
の
息
子
で
あ
る
」

の
意
で
あ
る
。
「
許
」
は
中
国
で
多
い
姓
で
あ
る
。
全
二
百
四
十
四
例
あ
る
。
地
名
、

人
名
の
固
有
名
詞
の
例
で
五
百
四
十
四
例
が
出
現
す
る
。 

 
 

㈢
も
と
。
と
こ
ろ
。
場
所
。
（
全
六
例
） 

22
、
姜
公
輔
、
不
知
何
許
人 

 

（
列
傳
第
八
十
八
） 

 

こ
の
例
は
「
姜
公
輔
の
出
身
地
は
何
処
か
分
か
ら
な
い
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の

句
に
あ
る
「
何
許
」
は
「
何
処
」
と
同
じ
意
味
で
の
使
用
で
あ
る
。
こ
の
例
と
同
じ

様
な
使
い
方
の
例
は
全
六
例
あ
る
が
、
全
用
例
数
に
お
い
て
は
非
常
に
少
な
い
。 

 
 

㈣
許
可
。
許
諾
。
（
全
一
例
） 

23
、
述
睿
再
三
上
表
、
方
穫
允
許 

 

（
列
傳
第
一
百
四
十
二
） 

 

こ
の
例
は
「
述
睿
は
何
度
も
上
奏
書
を
提
出
し
て
、
や
っ
と
許
可
を
得
た
。」
の

意
で
あ
る
。
動
詞
「
穫
」
は
「
得
る
」
の
意
味
な
の
で
、「
允
許
」
を
名
詞
の
「
許

可
」
を
訳
せ
ば
、「
許
可
を
得
る
。」
の
意
だ
と
記
述
さ
れ
る
。
こ
の
例
は
、「
許
」

単
独
例
と
い
う
よ
り
は
、「
允
許
」
の
連
文
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
用
法
の

例
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。 
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副
詞
と
し
て
の
例
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。 

 
 

㈠
、
程
度
を
表
す
言
葉
。
約
。
く
ら
い
。
ば
か
り
。
（
全
十
例
） 

 

24
、
丁
巳
夜
、
彗
出
東
方
、
在
婁
胃
間
、
長
四
尺
許  

 

（
本
紀
巻
第
十
） 

 

こ
の
例
は
「
丁
巳
の
夜
、
彗
星
が
東
方
に
出
て
、
婁
と
胃
の
間
に
あ
っ
た
。
長
さ

は
四
尺
ぐ
ら
い
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
四
尺
」
は
彗
星
の
長
さ
で
あ
る
が
、
字
際
に

測
っ
た
長
さ
で
は
な
く
推
測
し
た
も
の
で
、
「
約
」
、
「
お
お
よ
そ
」
な
ど
の
程
度

を
表
す
言
葉
が
必
要
に
な
る
。
即
ち
、
『
旧
唐
書
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
許
」
は
あ

る
程
度
を
表
す
副
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

25
、
靖
使
定
方
率
二
百
騎
為
前
鋒
、
乗
霧
而
行
、
去
賊
一
里
許 

（
列
傳
巻
第
三

十
三
） 

 

こ
の
例
は
「
李
靖
は
蘇
定
方
を
前
鋒
と
し
て
二
百
騎
を
率
い
さ
せ
て
、
霧
中
を
進

軍
し
て
賊
ま
で
の
距
離
は
一
里
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」

は
距
離
を
表
示
し
て
い
る
「
一
里
」
を
修
飾
す
る
語
で
あ
る
。
例
24
と
同
じ
用
法
で
、

「
許
」
は
程
度
を
表
す
副
詞
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

『
旧
唐
書
』
に
は
、
「
許
」
が
副
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
十
例
で
あ
る
。

副
詞
の
出
現
は
、
動
詞
と
名
詞
よ
り
か
な
り
少
な
い
こ
と
に
注
目
を
し
て
お
き
た
い
。 

代
詞
に
は
以
下
の
例
が
出
現
す
る
。 

 
 

㈠
、
こ
の
、
こ
れ 

（
全
四
例
） 

 

26
、
団
扇
復
団
扇
、
持
許
自
遮
面
、
憔
悴
無
復
理
、
羞
與
郎
相
見
（
志
巻
第
九
） 

 

こ
の
例
は
「
団
扇
ま
た
団
扇
、
こ
れ
を
持
っ
て
自
ら
顔
を
遮
る
。
憔
悴
し
て
以
前

の
よ
う
な
綺
麗
な
肌
が
な
い
か
ら
、
あ
な
た
と
会
う
の
が
恥
ず
か
し
い
。
」
の
意
で

あ
る
。
「
持
」
の
前
に
「
団
扇
」
が
あ
る
の
で
、
持
つ
の
は
団
扇
で
あ
ろ
う
。
「
許
」

が
「
団
扇
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
全
体
的
な
意
味
も
文
法
も
通
じ

る
。
「
許
」
は
「
団
扇
」
を
指
す
の
は
代
詞
の
用
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

27
、
督
護
上
征
去
、
儂
亦
惡
聞
許
、
願
作
石
尤
風
、
四
面
断
行
旅 

（
志
巻
第
九
） 

 

こ
の
例
は
「
督
護
は
遠
征
に
行
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を
聞
く
の
が
嫌
だ
。

で
き
れ
ば
、
逆
風
に
な
り
、
彼
の
行
く
道
を
四
つ
の
方
向
で
阻
止
し
た
い
も
の
だ
。」

の
意
で
あ
る
。「
石
尤
風
」
は
逆
風
の
意
味
で
あ
る
。「
督
」
は
督
護
丁
旿
の
こ
と
で

あ
る
。
丁
旿
が
皇
帝
に
命
じ
ら
れ
て
、
遠
征
に
行
く
前
、
丁
の
妻
は
夫
が
帰
っ
て
来

な
い
の
を
恐
れ
て
、
行
く
道
を
妨
げ
る
逆
風
に
な
り
た
い
。
妻
は
夫
に
旅
に
出
て
ほ

し
く
な
い
の
で
、
遠
征
す
る
こ
と
を
聞
き
た
く
な
い
。
「
許
」
は
「
遠
征
す
る
こ
と
」

を
指
す
代
詞
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
代
詞
の
例
は
、
『
旧
唐
書
』
に
は
、

四
例
し
か
現
れ
な
い
。 

 

『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
字
の
意
味
・
用
法
の
分
布
は
後
掲
の
表
１
の
通
り
で
あ
る
。 

  
 

 

三
、
日
本
漢
文
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法
と
日
本
漢
文
の
類
型 

 
 
 

 

前
節
に
十
世
紀
の
日
本
の
変
体
漢
文
で
あ
る
『
将
門
記
』
と
の
対
照
言
語
学
的
な

比
較
と
し
て
、
十
世
紀
の
中
国
語
文
の
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
字
の
用
法
を
比
較
し

て
み
た
が
、
両
資
料
の
「
許
」
字
の
用
例
数
に
は
、
余
り
に
も
そ
の
差
の
開
き
が
大

き
い
。
本
節
で
は
、
日
本
側
の
漢
文
を
取
り
上
げ
て
、
「
許
」
字
の
用
字
法
の
確
認

を
行
う
こ
と
と
す
る
。
節
題
に
「
日
本
漢
文
」
と
し
た
の
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て

日
本
で
の
漢
文
の
評
価
・
位
置
づ
け
に
、
「
正
格
漢
文
」
と
さ
れ
た
も
の
も
含
め
て

の
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

ま
ず
、
正
史
か
ら
検
討
を
行
う
。 

29



Ⅰ

、
『
日
本
後
紀
』

動
詞

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
百
五
十
三
例
）

28
、
所
以
依
彼
所
請
、
許
其
往
來
。（
巻
七
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
五
月
戊
戌
） 

こ
の
例
は
「
彼
の
申
請
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
行
き
来
を
許
可
す
る
。
」
の

意
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」
は
「
往
来
す
る
願
い
」
に
対
し
て
の
返
事
で
あ
る
。
文
法

上
で
は
、
動
詞
「
許
」
は
述
語
、
「
其
往
来
」
は
目
的
語
、
意
味
的
に
は
「
（
そ
の

往
来
す
る
こ
と
を
）
許
可
す
る
。
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
動
詞
の
用
法
は
、
こ
の
語
義

「
許
可
す
る
」
の
用
法
の
み
で
あ
る
。 

名
詞 

許
可 

（
全
六
例
） 

29
、
伏
乞
曲
廻
鑒
許
。
賜
矜
前
請
。
（
卷
十
四
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
六
月
壬
寅
） 

こ
の
例
は
、
「
伏
し
て
曲
げ
て
お
許
し
を
戴
い
て
、
先
度
の
御
願
い
を
哀
れ
み
戴

き
た
く
御
願
い
し
ま
す
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
（
鑒
）
許
」
は
名
詞
と
し
て
、
動
詞

「
廻
」
に
下
接
し
て
い
る
。 

助
詞

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
十
四
例
）

30
、
神
即
忽
然
現
形
。
其
長
三
丈
許
。
色
如
滿
月
。
（
卷
八
延
暦
十
八
年
（
七
九

九
）
二
月
乙
未
） 

こ
の
例
は
「
神
は
す
ぐ
さ
ま
忽
然
と
現
れ
た
。
そ
の
身
長
は
三
丈
く
ら
い
で
、
色

は
満
月
の
よ
う
だ
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
三
丈
」
は
神
の
身
長
を
推
測
し
た
も
の
で
、

「
約
」
、
「
お
お
よ
そ
」
な
ど
の
程
度
を
表
す
言
葉
が
必
要
に
な
る
。
「
許
」
は
あ

る
程
度
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
場
合
は
、
「
三
丈
ば
か
り
」
と
副

詞
（
日
本
古
典
語
に
は
「
副
助
詞
」
）
に
対
応
す
る
例
と
見
て
矛
盾
が
無
い
。 

万
葉
仮
名

（
全
三
例
）

31
、
許
能
佐
氣
波
、
於
保
邇
波
安
良
須
（
此
（
こ
の
）
酒
（
さ
け
）
は 

多
（
を

ほ
）
に
は
非
（
あ
ら
）
ず
） 

（
巻
十
一
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
三
月
庚
辰
） 

こ
の
例
に
あ
る
「
許
」
は
漢
字
の
実
質
的
意
味
が
な
く
、
漢
字
を
借
り
て
日
本
語

の
音
節
を
表
記
す
る
例
で
あ
る
。 

Ⅱ

、
『
續
日
本
後
紀
』 

動
詞

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
百
十
八
例
）

32
、
重
表
陳
請
。
後
太
上
天
皇
遂
亦
不
許
。
（
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二
月
丙
戌
） 

こ
の
例
は
「
表
を
重
ね
て
願
い
を
述
べ
た
が
、
後
太
上
天
皇
は
結
局
ま
た
許
可
し

な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
名
詞
「
太
上
天
皇
」
は
主
語
、
動
詞
「
許
」
は
述
語
、

目
的
語
は
省
略
さ
れ
、
文
法
上
に
も
意
味
的
に
も
通
じ
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
に
動

詞
と
し
て
出
現
す
る
「
許
」
は
、
こ
の
意
味
の
用
法
だ
け
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。名

詞

許
可 

（
全
三
例
） 

33
、
天
道
无
私
。
冀
垂
鑒
許
。
（
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二
月
丙
戌
） 

こ
の
例
は
「
天
道
は
無
私
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
願
い
申
し
上
げ
る
の
は
、
ご
検
討

と
許
可
を
お
示
し
に
な
る
の
を
望
ん
で
い
ま
す
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
垂
」
は
動
詞
、

「
（
鑒
）
許
」
は
「
垂
」
の
目
的
語
の
名
詞
で
あ
る
。
名
詞
は
、
全
三
例
で
あ
る
が
、

こ
の
意
味
で
の
使
用
例
ば
か
り
で
あ
る
。 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
三
十
四
例
） 

34
、
道
塲
一
處
在
山
城
國
愛
宕
郡
賀
茂
社
以
東
一
許
里
。
（
天
長
十
年
（
八
三
三
）

十
二
月
癸
未
朔
） 

こ
の
例
は
「
道
場
は
山
城
國
の
愛
宕
郡
の
賀
茂
社
の
東
方
一
里
く
ら
い
の
と
こ
ろ

に
あ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
一
許
里
」
は
距
離
を
指
す
言
葉
で
、
実
際
に
測
っ
て

30



丁
度
「
一
里
」
で
は
な
く
、
推
測
し
た
結
果
で
あ
る
。
「
許
」
は
あ
る
程
度
を
表
す

副
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
「
一
許
里
」
の
語
順
は
、
日
本

語
の
副
助
詞
「
ば
か
り
」
と
し
て
理
解
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
て
、
「
一
里
許
」
の

語
順
で
無
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
以
下
に
も
、
国
史
の
中
に
は
、
数
詞
と
助
数
詞

の
間
に
「
許
」
が
現
れ
る
例
が
出
現
し
て
い
る
。 

 

万
葉
仮
名 

（
全
十
一
例
） 

 

35
、
故
機
務
〈
乃
〉
暫
〈
毛
〉
虧
怠
〈
牟
許
止
乎
〉
恐
賜
〈
弖
〉
。
（
天
長
十
年

（
八
三
三
）
二
月
乙
酉
） 

 
 

万
葉
仮
名
の
例
は
、
全
十
一
例
が
存
す
る
。 

  
 
 
 
Ⅲ

、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』 

 
 

動
詞 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
三
十
二
例
） 

 

36
、
請
准
諸
國
。
毎
年
薫
修
。
許
之
。
（
卷
一
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
壬
戌
） 

 

こ
の
例
は
「
諸
国
に
な
ら
っ
て
、
毎
年
修
行
す
る
こ
と
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
こ
れ

を
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
之
」
は
名
詞
で
前
文
の
願
い
事
を
指
し
、
「
許
」

は
其
の
願
い
の
返
事
の
結
果
で
、
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
全
三
十
二
例

で
あ
る
が
、
『
日
本
文
徳
実
録
』
の
動
詞
の
用
法
は
、
こ
の
一
用
法
だ
け
の
出
現
で

あ
る
。 

 
 

名
詞 

許
可 

（
全
五
例
） 

 

37
、
祗
奉
還
詔
。
未
蒙
矜
許
。
（
卷
九
天
安
元
年
（
八
五
七
）
二
月
辛
卯
） 

 

こ
の
例
は
「
た
だ
詔
を
還
し
奉
っ
た
が
、
許
可
を
も
ら
え
な
か
っ
た
。
」
の
意
で

あ
る
。
「
蒙
」
は
動
詞
、
「
（
矜
）
許
」
は
「
蒙
」
の
目
的
語
の
名
詞
で
あ
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
七
例
） 

 

38
、
天
雨
黒
灰
。
從
風
而
來
。
委
地
三
四
許
分
。
（
卷
八
齊
衡
三
年
（
八
五
六
）

八
月
戊
寅
） 

 

こ
の
例
は
「
天
雨
は
黒
灰
色
で
、
風
に
従
っ
て
来
た
。
地
面
に
三
四
分
ぐ
ら
い
に

降
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
分
」
は
長
さ
を
表
す
言
葉
で
、
一
分

は
一
寸
の
十
分
の
一
で
あ
る
。｢

三
四
分｣

は
推
測
し
た
結
果
の
た
め
、
あ
る
程
度
を

表
す
言
葉
を
入
れ
る
と
丁
寧
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
例
34
と
同
じ
く
数

詞
と
助
数
詞
と
の
間
に
あ
る
。 

万
葉
仮
名 

（
全
一
例
） 

 

39
、
衣
多
手
神
。
石
神
。
理
訓
許
段
神
。
配
志
和
神
。
舞
草
神
。
並
授
從
五
位
下
。

（
卷
四
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
八
月
辛
丑
） 

 

こ
の
例
の
「
許
」
は
実
際
の
意
味
が
な
く
、
漢
字
の
字
形
を
借
り
て
日
本
語
の
読

み
を
表
記
す
る
作
用
で
あ
る
。 

  
 
 
 
Ⅳ

、
『
日
本
三
代
実
録
』 

 
 

動
詞 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
百
八
十
九
例
） 

 

40
、
鑒
其
所
敢
。
即
而
許
之
。
（
卷
一
天
安
二
年
（
八
五
八
）
十
一
月
十
一
日
戊

辰
） 

 

こ
の
例
は
「
そ
の
敢
行
を
検
討
し
て
、
そ
れ
で
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。「
之
」

は
名
詞
で
前
文
に
あ
る
願
い
事
を
指
し
、
「
許
」
は
其
の
願
い
に
対
し
て
動
詞
「
許

可
す
る
」
と
し
て
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
動
詞
と
し
て
、

こ
の
語
義
以
外
に
も
、
他
の
国
史
に
は
現
れ
な
い
左
の
例
が
あ
っ
て
注
意
さ
れ
る
。 

 
 

動
詞 
感
心
す
る
。
褒
め
る
。 

（
全
三
例
） 

 

41
、
毎
年
八
月
。
文
徳
天
皇
御
忌
日
。
奉
爲
天
皇
。（
藤
原
朝
臣
良
繩
）
講
法
華
經
。
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迄
終
一
生
不
廢
此
業
。
時
人
以
忠
孝
相
許
。（
卷
十
五
貞
觀
十
年
（
八
六
八
）
二

月
十
八
日
壬
午
） 

 

こ
の
例
は
「
毎
年
の
八
月
の
文
徳
天
皇
の
忌
日
に
は
、
藤
原
朝
臣
良
繩
が
天
皇
の

為
に
法
華
経
を
講
じ
奉
る
。
つ
い
に
一
生
を
終
え
る
ま
で
こ
の
行
い
を
辞
め
か
な
っ

た
。
当
時
、
皆
藤
原
朝
臣
良
繩
の
こ
と
を
忠
孝
と
褒
め
て
い
た
。
」
の
意
で
あ
る
。

此
の
句
に
あ
る
「
忠
孝
」
は
褒
め
言
葉
で
、
当
時
の
人
々
が
藤
原
朝
臣
良
繩
は
天
皇

の
為
に
一
生
誦
経
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
評
価
の
結
果
で
あ
る
。
「
許
」
は
「
褒
め

る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
全
三
例
な
が
ら
、
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
以
外
の
用

例
が
認
め
ら
れ
る
。 

 
 

名
詞 

許
可 

（
全
二
十
二
例
） 

 

42
、
伏
願
天
恩
無
偏
。
特
垂
鑒
許
。
（
卷
一
天
安
二
年
（
八
五
八
）
十
一
月
十
七

日
甲
戌
） 

 

こ
の
例
は
「
伏
し
て
願
う
の
は
、
天
皇
の
恵
み
は
偏
る
こ
と
な
く
、
特
に
ご
検
討

と
許
可
を
垂
れ
給
う
こ
と
で
あ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
垂
」
は
動
詞
、
「
（
鑒
）

許
」
は
「
垂
」
の
目
的
語
で
、
名
詞
で
あ
る
。
『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
名
詞
の

用
法
も
複
数
の
も
の
が
存
す
る
。 

 
 

名
詞 

も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
三
例
） 

 

43
、
去
三
月
十
一
日
。
不
知
何
許
人
。
舶
二
艘
載
六
十
人
。
漂
着
薩
摩
國
甑
嶋
郡
。

（
卷
二
十
三
貞
觀
十
五
年
（
八
七
三
）
五
月
廿
七
日
庚
寅
） 

 

こ
の
例
は
「
去
年
の
三
月
十
一
日
に
、
何
処
の
人
か
知
ら
ず
、
六
十
人
が
二
艘
を

乗
っ
て
薩
摩
國
の
甑
嶋
郡
に
漂
い
着
い
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
何
許
」
は
「
何
処
」

の
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
、
単
字
「
許
」
は
名
詞
「
場
所
、
所
」
の
意
で
あ
る
。 

 
 

名
詞 

姓 

（
全
一
例
） 

 

44
、
昔
孟
縈
之
足
、
行
歩
其
艱
、
許
丞
之
聾
、
風
雨
彌
劇
。
（
卷
四
十
四
元
慶
七

年
（
八
八
三
）
八
月
十
二
日
乙
巳
） 

 

固
有
名
詞
の
例
も
あ
っ
て
、「
昔
、
孟
縈
の
足
が
悪
く
て
歩
く
の
は
つ
ら
か
っ
た
。

許
丞
の
耳
が
不
自
由
で
風
雨
は
い
よ
い
よ
は
げ
し
く
聞
こ
え
た
。
」
の
意
で
あ
る
。

「
許
丞
」
は
人
名
で
あ
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
三
十
三
例
） 

 

45
、
圓
仁
却
走
二
三
里
許
。
（
卷
八
貞
觀
六
年
（
八
六
四
）
正
月
十
四
日
辛
丑
） 

 

こ
の
例
は
「
圓
仁
は
却
っ
て
二
三
里
く
ら
い
を
走
っ
て
い
た
。」
の
意
で
あ
る
。「
二

三
里
」
は
大
凡
そ
れ
く
ら
い
の
距
離
を
走
っ
て
い
た
と
推
測
し
た
結
果
で
あ
る
。
中

国
語
で
は
「
許
」
は
あ
る
程
度
を
表
す
副
詞
で
あ
る
が
、
右
の
場
合
は
、
副
助
詞
「
ば

か
り
」
に
対
応
す
る
。 

 
 

万
葉
仮
名 

（
全
三
例
） 

 

46
、
…
許
波
多
神
。
出
雲
井
於
神
。
片
山
神
。 

鴨
川
合
神
等
並
從
五
位
上
。
（
卷

二
貞
觀
元
年
（
八
五
九
）
正
月
廿
七
日
甲
申
） 

 
 

万
葉
仮
名
の
例
が
三
例
存
す
る
。 

 

右
に
検
討
し
た
四
資
料
は
正
格
漢
文
と
称
さ
れ
る
国
史
類
の
史
書
で
、
検
討
し
た

結
果
で
は
、『
日
本
後
紀
』
、『
續
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
あ
る

「
許
」
の
用
法
は
、
動
詞
「
許
可
す
る
」
、
名
詞
「
許
可
、
同
意
」
、
助
詞
「
あ
る
程

度
を
表
す
」
と
万
葉
仮
名
の
用
法
が
認
め
ら
れ
た
。
『
日
本
三
代
実
録
』
は
他
の
三

資
料
と
比
べ
る
と
、
前
述
し
た
用
法
以
外
に
、
動
詞
「
感
心
す
る
、
褒
め
る
」
と
名

詞
「
も
と
、
と
こ
ろ
」
や
固
有
名
詞
〈
人
名
・
地
名
〉
の
用
法
も
存
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
幅
広
く
出
て
き
た
用
法
か
ら
見
れ
ば
国
史
書
の
中
に

も
層
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。『
旧
唐
書
』
に
お
け
る
多
様
な
用
法
と
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比
較
す
れ
ば
、
動
詞
用
法
は
『
旧
唐
書
』
に
出
て
き
た
七
つ
の
用
法
よ
り
「
許
可
す

る
。
承
諾
す
る
」
の
中
心
的
用
法
と
『
日
本
三
代
実
録
』
に
し
か
出
て
来
て
な
い
三

例
の
「
感
心
す
る
。
褒
め
る
。」
の
用
法
に
集
中
し
た
。
名
詞
の
用
法
は
『
旧
唐
書
』

の
三
つ
よ
り
『
日
本
後
紀
』、『
續
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
の
三
資

料
は
「
許
可
。
同
意
。
」
に
集
中
し
た
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
三
つ
用
法
が
全

て
出
て
き
た
。
副
詞
の
用
法
は
『
旧
唐
書
』
と
国
史
四
資
料
と
同
じ
く
使
用
さ
れ
た
。

『
日
本
三
代
実
録
』
は
『
日
本
後
紀
』、『
續
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』

よ
り
も
中
国
古
典
文
に
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
代
詞
の
用
法
は
中
国
の
『
旧
唐
書
』

し
か
出
て
こ
な
か
っ
た
。
万
葉
仮
名
の
用
法
は
中
国
の
古
典
資
料
に
は
出
現
せ
ず
、

日
本
特
有
な
用
法
で
あ
る 

  

以
下
に
は
、
平
安
時
代
の
古
記
録
の
「
許
」
字
の
用
法
の
記
述
を
行
う
。 

 
 
 
 
Ⅴ

、
『
貞
信
公
記
』 

 
 

動
詞 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
十
二
例
） 

 

47
、
廿
二
日
、
…
此
度
殊
許
、
従
今
以
後
、
若
有
如
此
事
、
可
勘
博
士
等
、
（
延

喜
十
三
年
六
月
） 

 

こ
の
例
は
「
今
度
は
特
別
に
許
可
す
る
。
こ
れ
か
ら
、
若
し
こ
う
い
う
事
が
あ
れ

ば
、
博
士
達
に
勘
え
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
殊
」

は
副
詞
で
、
用
言
を
修
飾
す
る
。
下
接
の
「
許
」
は
動
詞
で
「
許
可
す
る
」
の
意
で

あ
ろ
う
。
こ
の
用
例
の
よ
う
に
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全

十
二
例
が
あ
り
、
動
詞
は
、
こ
の
「
許
可
す
る
」
一
用
法
の
み
で
あ
る
。 

 
 

名
詞 

も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
五
例
） 

 

48
、
十
日
、
又
定
封
事
、
紅
雪
二
斤
送
大
貳
許
、
…
、
（
延
長
三
年
十
二
月
） 

 

こ
の
例
は
「
十
日
、
ま
た
封
事
を
定
め
た
。
紅
雪
二
斤
を
大
貳
の
と
こ
ろ
に
送
っ

た
。
…
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」

の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
名
詞
「
と
こ

ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
五
例
が
存
す
る
。
名
詞
は
、

こ
の
一
用
法
で
あ
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
十
四
例
） 

 

49
、
廿
三
日
、
唐
物
少
許
擇
留
、
餘
返
奉
、
（
天
慶
九
年
二
月
） 

 

こ
の
例
は
「
二
十
三
日
、
唐
物
少
し
ば
か
り
を
選
ん
で
残
し
て
、
あ
ま
っ
た
物
を

返
し
申
し
上
げ
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
「
少
」
の
後
に
使
わ

れ
て
、
そ
の
量
の
少
な
さ
を
描
写
す
る
助
詞
「
ぐ
ら
い
。
ば
か
り
。」
の
用
法
で
あ

ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た

の
は
全
十
四
例
存
在
す
る
。 

  
 
 
 
Ⅵ

、
『
九
暦
』 

 
 

動
詞 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
二
十
例
） 

 

50
、
至
承
明
門
許
各
退
出
（
天
暦
六
年
十
二
月
十
六
日
） 

 

こ
の
例
は
「
承
明
門
に
至
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
退
出
す
る
の
を
許
可
し
た
」
の

意
で
あ
ろ
う
。
構
文
的
に
は
動
詞
「
許
」
は
述
語
、
「
退
出
」
は
目
的
語
、
意
味
的

に
は
「
退
出
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
」
と
解
釈
し
て
、
適
切
だ
ろ
う
。
こ
の
用
例

の
よ
う
に
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
二
十
例
で
、
動
詞
は

こ
の
一
用
法
の
み
で
あ
る
。 

 
 

名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
八
例
） 

 

51
、
湏
（
灌
頂
）
事
由
申
送
右
大
臣
許
（
承
平
六
年
正
月
三
日
） 
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こ
の
例
は
「
灌
頂
の
事
の
由
を
大
臣
の
と
こ
ろ
に
送
っ
て
申
し
た
」
の
意
で
あ
る
。

「
送
」
は
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
送
ら
れ
る
の
は
「
送
」
の
前
に
あ
る
「
灌
頂
の

事
の
由
」
、
送
ら
れ
る
場
所
は
「
送
」
の
後
に
あ
る
「
右
大
臣
許
」
。
こ
の
句
に
あ

る
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
用

さ
れ
た
の
は
全
八
例
で
、
名
詞
用
法
は
、
こ
の
一
用
法
で
あ
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
三
十
五
例
） 

 

52
、
到
曉
而
雪
深
一
寸
許
（
天
暦
元
年
荷
前
雑
事
） 

 

こ
の
例
は
「
暁
に
な
っ
て
雪
の
深
さ
は
一
寸
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。

雪
の
深
さ
を
「
許
」
を
使
っ
て
「
ほ
ぼ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
こ
の

例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
三
十

五
例
あ
る
。
動
詞
と
名
詞
よ
り
数
が
多
く
、
全
用
例
数
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。 

  
 
 
 
Ⅶ

、
『
御
堂
関
白
記
』 

 
 

名
詞 

も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
五
十
二
例
） 

 

53
、
賜
禄
物
、
即
送
右
大
弁
許
、
（
寛
弘
元
年
五
月
大
建
十
九
日
） 

 

こ
の
例
は
「
禄
物
を
賜
わ
り
、
す
ぐ
右
大
弁
の
と
こ
ろ
に
送
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。

動
詞
は
「
送
」
で
、
送
ら
れ
る
の
は
「
送
」
の
前
に
あ
る
「
賜
わ
っ
た
禄
物
」
、
送

ら
れ
る
場
所
は
「
送
」
に
下
接
し
て
い
る
「
右
大
弁
許
」
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」

は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。

こ
の
例
の
よ
う
に
、
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た

の
は
全
五
十
二
例
存
す
る
。
「
許
」
字
の
全
用
例
数
百
八
十
四
例
の
三
割
近
く
を
占

め
て
い
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
百
三
十
二
例
） 

 

54
、
雪
大
降
、
一
尺
二
三
寸
許
（
長
保
二
年
大
建
正
月
十
日
） 

 

こ
の
例
は
「
雪
は
大
変
に
降
っ
て
、
一
尺
二
三
寸
ぐ
ら
い
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。

「
一
尺
二
三
寸
」
は
雪
の
深
さ
を
描
写
す
る
言
葉
で
、
「
許
」
を
使
っ
て
「
一
尺
二

三
寸
ぐ
ら
い
」
の
意
と
な
る
。
こ
の
「
許
」
は
「
お
お
よ
そ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る

こ
と
を
表
す
副
詞
（
日
本
古
典
語
に
は
「
副
助
詞
」
）
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
こ

の
例
の
様
に
、
「
許
」
の
助
詞
の
用
例
は
全
百
三
十
二
例
あ
っ
て
、
全
用
例
数
百
八

十
四
例
に
お
け
る
名
詞
の
用
例
よ
り
多
く
、
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
御
堂
関
白
記
』
に
は
、
「
許
」
字
の
動
詞
用
法
が
無
く
て
、
他
の
古
記
録
に
比
較

し
て
特
徴
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。 

  
 
 
 
Ⅷ

、
『
高
山
寺
古
往
来
』 

 
 

往
来
を
取
り
上
げ
て
み
る
。 

 
 

名
詞 

も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
四
例
） 

 

55
、
今
従 ヨ

リ

税 サ
イ

所

 

ノ

判 ハ
ン

官

代

 

タ
イ
ノ

一
許 モ

ト

申

来

 

レ
リ

（
二
三
行
） 

 

こ
の
例
は
「
今
、
税
所
の
判
官
代
の
と
こ
ろ
か
ら
来
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句

に
あ
る
「
従
…
来
」
は
「
何
所
か
ら
来
る
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
、
夾
ま
ら
れ
た

「
…
」
は
場
所
を
指
す
名
詞
「
税
所
判
官
代
許
」
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」
は
名
詞
「
と

こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も

と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
四
例
あ
る
。 

 
 

助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
四
例
） 
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56
、
可
三

被 ラ
ル

二

儲

 

マ
ウ
ケ

一

之
物
只
馬
草

許

 

ハ
カ
リ

也 
 

（
一
二
二
行
～
一
二
三
行
） 

 

こ
の
例
は
「
準
備
で
き
る
も
の
は
た
だ
馬
草
ぐ
ら
い
だ
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ

の
句
に
あ
る
「
許
」
は
「
馬
草
」
の
後
に
付
き
、
馬
草
ぐ
ら
い
の
も
の
し
か
用
意
で

き
な
い
と
し
た
朧
化
表
現
を
担
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…

ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
四
例
あ
る
。 

 

『
高
山
寺
本
古
往
来
』
の
「
許
」
字
の
出
現
は
、
全
八
例
で
用
例
数
と
し
て
は
多

く
を
数
え
な
い
が
、
動
詞
用
法
で
の
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
。 

 

次
に
、
説
話
資
料
を
二
点
取
り
上
げ
て
、
「
許
」
字
の
用
法
を
帰
納
し
て
み
る
。 

  
 
 
 
Ⅸ

、
『
探
要
法
花
験
記
』 

 
 

動
詞 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
二
例
） 

57
、
遂
欲
出
家
、
父
母
異
而
許
之 

（
上
18
ウ 

10
、
11
行
） 

 

こ
の
例
は
「
つ
い
に
出
家
し
よ
う
と
思
い
至
っ
た
。
両
親
は
不
思
議
だ
と
思
っ
た

が
、
許
可
し
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
は
隋
の
智
通
禅
師
は
出
家
し
よ
う
と
し
た

こ
と
に
対
し
て
の
両
親
の
態
度
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
智
通
禅
師
の
出
家
を
許

可
し
た
意
で
あ
ろ
う
。
動
詞
「
許
可
す
る
」
と
し
て
使
わ
れ
た
用
例
は
二
例
が
確
認

さ
れ
る
。 

 
 

名
詞 

も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
三
例
） 

58
、
巻
彼
大
鐘
以
尾
叩
龍
頭
許 

（
下
28
オ 

６
行
） 

 

こ
の
例
は
「
（
蛇
が
）
そ
の
大
鐘
を
巻
い
て
尻
尾
を
も
っ
て
龍
頭
の
と
こ
ろ
を
叩

い
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
動
詞
は
「
叩
く
」
で
、
「
龍
頭
許
」
は
そ
の

目
的
語
「
叩
か
れ
た
と
こ
ろ
」
と
な
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」

の
意
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
名
詞
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
の
用
法
の
例
は
全
三
例

あ
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
十
例
） 

59
、
近
見
室
中
有
一
聖
人
年
齢
廿
許 

 

（
下
８
ウ 

４
行
） 

こ
の
例
は
「
近
く
見
る
と
部
屋
の
中
に
一
人
の
聖
人
が
居
て
、
年
齢
は
二
十
歳
ぐ

ら
い
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
年
齢
に
対
し
て
の
推
測
の
結
果
を

表
す
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た

の
は
全
十
例
あ
る
。
全
用
例
十
五
例
中
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。 

  
 

 
Ⅹ

、
『
注
好
選
』 

 
 

動
詞 

許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
六
例
） 

60
、
時
佛
言
吾
法
中
不
許
蘇
油
食 

（
中
19
表 

波
斯
匿
王
請
身
子
） 

 

こ
の
例
は
仏
の
会
話
中
の
例
で
、
「
私
の
法
の
中
に
は
蘇
油
の
食
を
許
可
し
て
い

な
い
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
は
身
子
が
肥
え
て
い
る
た
め
、
蘇
油
の
食
が
許
可
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
の
「
許
」
は
前
に
否
定
を
表
す
副
詞
の
「
不
」
が
あ

り
、
後
ろ
に
名
詞
の
「
蘇
油
食
」
が
あ
っ
て
、
他
の
用
法
よ
り
動
詞
の
用
法
が
適
切

だ
と
判
断
す
る
。
こ
の
用
法
は
全
六
例
が
出
現
す
る 

 
 

名
詞 

も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
二
例
） 

61
、
和
上
云
吾
不
及
智.

詣
吾
大
師
御
許
可
問
申 

（
中
25
表 

目
蓮
難
窮
佛
聲

第
二
十
四
） 

 

こ
の
例
は
「
私
は
知
ら
な
い
。
わ
が
大
師
の
と
こ
ろ
に
参
上
し
て
、
問
う
て
み
な

さ
い
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
御
許
」
は
動
詞
「
詣
」
の
目
的
語
で
、
「
お

わ
す
と
こ
ろ
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
」
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に
解
釈
し
た
ほ
う
が
良
い
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
の
用
例
は
二
例
し
か
な
い
。 

 
 

名
詞 

姓 

（
全
六
例
） 

 

62
、
此
人
呉
寧
人
也
、
父
母
滅
亡
、
許
牧
自
負
土
作
墳 

（
上
22
表 

許
牧
負
土

第
六
十
四
） 

 

こ
の
例
は
「
こ
の
人
は
呉
の
寧
の
人
だ
。
父
母
が
な
く
な
っ
て
、
許
牧
自
分
は
土

を
負
っ
て
墳
を
作
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
姓
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
て
、
全
六
例
が
あ
る
。 

 
 

助
詞 

ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
九
例
） 

 

63
、
其
北
山
峡
従
三
里
許
南
有
方
一
町
之
池 

（
下
10
表 

雙
鴈
渇
亀
将
去
第
十
） 

 

こ
の
例
は
「
そ
の
北
山
峡
よ
り
三
里
ぐ
ら
い
の
南
に
一
町
四
方
の
池
が
あ
る
」
の

意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
三
里
」
は
実
際
に
測
っ
た
数
値
で
は
な
く
、
「
お
お

よ
そ
。
そ
の
程
度
ぐ
ら
い
。
」
と
推
測
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
副
助
詞
の
用
法
の
用

例
は
全
九
例
あ
っ
て
、
全
用
例
数
の
二
十
三
例
に
お
い
て
は
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。 

 

ま
と
め
と
今
後
の
課
題  

  

右
に
は
、
十
世
紀
を
中
心
に
、
中
国
語
文
の
代
表
と
し
て
『
旧
唐
書
』
と
、
平
安

時
代
の
日
本
漢
文
文
献
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法
を
記
述
し
て
来
た
が
、
こ
れ
ら

を
同
時
代
的
に
比
較
対
照
す
る
た
め
に
、
以
下
に
表
１
を
掲
げ
て
み
る
。 

  

表
１
に
は
、
中
日
の
差
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
語
文
た
る
『
旧
唐
書
』
に
お
い
て
は
、
「
許
」
の
動
詞
用
法
に
お
い
て
プ
ロ
ト

タ
イ
プ
的
な
意
味
で
の
用
法
で
あ
る
「
許
可
す
る
」
で
の
用
法
が
頻
出
し
て
は
い
る

が
、
一
方
で
、
用
例
数
は
少
な
い
も
の
の
、
派
生
義
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
意
味
で

の
用
法
が
多
彩
で
あ
る
。
名
詞
用
法
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
中
国
語
文
に
お
け
る
「
許
」
字
は
意
味
的
に
幅
広
い
表
現
性
を
持
っ
て
使

用
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。 

 

一
方
、
概
し
て
平
安
時
代
の
日
本
漢
文
は
、
中
国
語
文
に
お
け
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

的
な
意
味
で
の
用
法
の
み
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
。  

た
だ
し
、
日
本
漢
文
に
お
い
て
は
、
諸
種
の
資
料
群
、
諸
種
の
漢
文
体
―
漢
文
体
の

志
向
性
の
異
な
り
―
に
よ
っ
て
類
型
的
な
差
を
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
、
国
史
で
あ
る
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』

『
日
本
三
代
実
録
』
の
四
資
料
は
、
今
ま
で
、
正
格
漢
文
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た
。
史
書
で
あ
る
一
〇
世
紀
の
中
国
語
文
で
あ
る
『
旧
唐
書
』
と
の
共
時
的
な

対
照
の
た
め
に
、
平
安
時
代
の
国
史
を
選
択
し
た
が
、
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後

紀
』
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
は
、
他
の
日
本
漢
文
の
用
字
法
と
同
様
に
、
副
詞
、

名
詞
も
「
許
可
。
同
意
。
」
の
意
の
用
法
、
動
詞
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
「
許
可
す
る
。

承
諾
す
る
。
」
の
意
の
用
法
の
み
が
出
現
し
て
、
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
字
の
表
現

性
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
狭
い
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
現
象
を
、
和
習
と
評
価
さ

れ
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
築
島
裕
博
士
の
著
書
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に

つ
き
て
の
研
究
』
（
24
頁
）
に
「
平
安
時
代
の
日
本
人
が
作
っ
た
漢
文
（
純
粋
の
漢

文
）
の
中
に
は
、
最
初
か
ら
作
者
が
訓
読
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
な
が
ら
、
記
し
た

場
合
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
…
か
や
う
に
、
平
安
時
代
の
日
本
人
の
作
っ
た
漢

文
の
中
に
、
原
作
者
を
隔
る
こ
と
遠
く
な
い
時
代
に
訓
読
す
べ
き
訓
点
を
附
し
た
例

が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
こ
れ
ら
を
全
部
音
読
（
字
音
直
読
）
し
た
と
い
う
証
拠

（
字
音
直
読
点
本
又
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
録
な
ど
）は
一
つ
も
見
出
さ
れ
な 
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表
１ 

各
資
料
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法 

 

                     

万葉

仮名 

 

代

詞 

副

詞 

名詞 動詞  

 こ
れ
、
こ
の 

あ
る
程
度
を
表
す 

許
可
。
同
意
。 

も
と
。
と
こ
ろ
。 

固
有
名
詞
（
人
名
・
地
名
） 

婚
約
す
る
。
縁
組
さ
せ
る
。 

力
を
尽
く
し
て
国
に
捧
げ
る 

信
じ
る 

期
待
す
る
。
推
薦
す
る
。 

感
心
す
る
。
褒
め
る
。 

…
を
与
え
る
の
を
約
束
す
る
。 

…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
。 

許
可
す
る
。 

承
諾
す
る
。 

 

 4 10 1 6 554 3 9 2 3 21 10 727 旧唐書 

 

3  14 6         153 日本後紀 

 

11  34 3         118 続日本後紀 

 

1  7 5         32 日本文徳天皇

実録 

3  33 22 3 1     3  189 日本三代実録 

 

  4          1 将門記 

  14  5        12 貞信公記 

 

  35  8        20 九曆 

  132  5

2 

        御堂関白記 

  4  4         高山寺古往来 

 

  10  3        2 探要法華験記 

 

  9  2 6       6 注好選 
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い
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
自
体
が
訓
読
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
つ
つ
綴
っ
た
こ
と
を

推
測
せ
る
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
」
の
推
定
が
あ
っ
て
、
か
か
る
状
況
に
対
し
て
の

示
唆
に
富
ん
で
い
る
。 

 

『
日
本
三
代
実
録
』
は
、
他
の
三
資
料
の
国
史
の
「
許
」
字
の
用
法
と
は
趣
を
異

に
し
て
い
る
と
評
価
し
て
良
か
ろ
う
。
明
ら
か
に
、
「
許
」
字
の
用
法
が
広
く
て
、

中
国
語
文
に
近
い
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
、
国
史
の
中
で
、

用
字
法
の
異
な
る
資
料
が
存
す
る
訳
で
、
一
類
型
の
資
料
群
の
腑
分
け
の
必
要
性
が

見
え
て
く
る
。
か
か
る
問
題
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

軍
記
『
将
門
記
』
は
先
に
詳
し
く
観
察
し
た
が
、
中
国
語
文
を
志
向

 
 

 
 

 

（

５

）

し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
も
の
の
、
「
許
」
の
用
字
は
、
二
種
で
、
日
本
漢
文
の
大
ま
か
な
傾
向
と

等
し
い
。
た
だ
し
、
出
現
用
例
数
は
少
な
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
成
ら
な
い
。 

 

古
記
録
類
は
、
『
貞
信
公
記
』
『
九
暦
』
は
、
副
詞
「
あ
る
程
度
を
表
す
。
」
、

名
詞
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
、
動
詞
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
に
そ
れ
ぞ
れ
使

用
さ
れ
る
。
旧
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、『
御
堂
関
白
記
』

に
は
、
動
詞
用
法
が
見
ら
れ
な
い
。
古
記
録
類
に
あ
っ
て
も
『
御
堂
関
白
記
』
の
用

字
の
特
異
性
に
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

『
高
山
寺
古
往
来
』
の
「
許
」
の
用
字
法
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
と
同
様
に
、
動

詞
用
法
が
な
い
。 

 

説
話
類
の
『
探
要
法
華
験
記
』
『
注
好
選
』
は
、
固
有
名
詞
を
措
い
て
、
副
詞
「
あ

る
程
度
を
表
す
。
」
、
名
詞
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
、
動
詞
「
許
可
す
る
。
承
諾
す

る
。
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
使
用
さ
れ
る
。 

 

本
稿
に
記
述
し
た
「
許
」
字
の
日
中
対
照
は
、
中
国
語
に
意
味
用
法
が
多
彩
で
、

日
本
漢
文
側
資
料
に
は
、
そ
の
中
国
語
文
中
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
用
法
が
取
り
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
漢
文
内
に
も
諸
相
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
が
、
本
稿
は
、
鳥
瞰
的
な
論
考
で
あ
っ
て
、
今
後
、
国
史
の
日
本
漢
文

の
類
型
内
の
腑
分
け
や
、
他
の
日
本
漢
文
の
類
型
内
の
腑
分
け
、
類
型
間
の
差
異
の

解
明
が
、
課
題
と
し
て
見
え
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

       

注 （
１
）
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版

会1963

年3

月10

日
初
版 

1980

年9

月10

日
第
３
刷
）
に
記
述
さ
れ
る
「
文

献
の
性
格
に
基
づ
く
分
類
」
と
峰
岸
明
博
士
の
著
書
『
変
体
漢
文
』
に
記
述
さ
れ
る

「
文
章
表
現
の
意
図
、
言
語
の
性
格
（
或
い
は
用
字
・
用
語
・
語
法
）
な
ど
の
観
点

に
よ
り
の
分
類
」
を
参
考
に
し
た
。 

（
２
）
峰
岸
明
博
士
の
『
変
体
漢
文
』（
国
語
学
叢
書11

）（
東
京
堂
出
版 

昭
和
六

一
年
四
月
二
五
日 

初
版
印
刷 

昭
和
六
一
年
五
月
五
日 

初
版
発
行
）
及
び
、『
平

安
時
代
古
記
録
の
国
語
学
的
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会 

1
986

年

2

月28

日
） 

 
 
 
 
 
 

を
参
照
し
た
。 

38



（
３
）『
将
門
記
』
の
訳
文
に
つ
い
て
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
参
考

し
た
。 

（
４
）
厳
密
に
は
、
真
福
寺
本
と
言
う
写
本
に
お
い
て
は
、
「
許
」
は
、
全
六
例
の

出
現
が
認
め
ら
れ
る
。
六
例
中
一
例
は
、
奥
書
に
お
い
て
出
現
す
る
も
の
で
、
以
下

の
例
で
あ
る
。 

 

〇
承
徳
三
年
正
月
廿
九
日
於
大
智
房
酉
時
許
書
了
（5

59

） 

（
５
）
稿
者
は
、『
将
門
記
』
の
日
本
漢
文
の
特
性
解
明
を
中
心
的
な
研
究
課
題
と

し
て
い
る
が
、『
将
門
記
』
が
変
体
漢
文
の
中
で
も
、
中
国
語
文
を
志
向
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。 

   

引
用
依
拠
文
献 

・
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
古
典
保
存
会 

一
九
二
四
年
八
月  

・『
将
門
記
・
陸
奥
話
記
・
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
小

学
館 

二
〇
〇
二
年
二
月
二
〇 

日
第
一
版
第
一
刷
発
行 

・
楊
守
敬
旧
蔵
本
『
将
門
記
』
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
叢
書
第
一
期 

貴
重
古
典
籍
刊

行
会 

一
九
五
三
年  

・
『
漢
語
大
詞
典
』
十
二
巻
本 

羅
竹
風 

主
編 

漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
會/

漢
語
大

詞
典
編
纂
処
編
纂 

上
海
辭
書 

出
版
社
一
九
八
六
年
十
一
月
第
一
版
一
九
八
六
年

十
一
月
第
一
印
刷 

・
『
日
本
後
紀
』
、『
續
日
本
後
紀
』
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
、『
日
本
三
代
実
録
』

朝
日
新
聞
社
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス  

・
大
日
本
古
記
録
『
貞
信
公
記
』
編
纂
者 

史
料
編
纂
所 

岩
波
書
店 

昭
和
五
十
九

年
六
月
二
十
九
日 

第
二
刷
発
行  

・
大
日
本
古
記
録
『
九
暦
』
編
纂
者 

史
料
編
纂
所 

岩
波
書
店 

昭
和
五
十
九
年
六

月
二
十
九
日 

第
二
刷
発
行  

・
大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』
編
纂
者 

史
料
編
纂
所 

岩
波
書
店 

昭
和
五
十

九
年
六
月
二
十
九
日 

第
三
刷
発 

  

39




